
治療薬の自己負担軽減

○ 10月以降については、他の疾病との公平性も踏まえつつ、一定の自己負担を求めた上で公費
支援を継続する。自己負担額については医療保険の自己負担割合の区分ごとに段階的に設定す
る。

○ 具体的な自己負担額の上限は、１回の治療当たり、医療費の自己負担割合が１割の方で3,000
円、２割の方で6,000円、３割の方で9,000円とする。本措置は、令和６年３月末までとする。

公費負担の対象となる治療薬

区分 治療薬名

経口薬 ①ラゲブリオ ②パキロビッド ③ゾコーバ

点滴薬 ④ベクルリー

中和抗体薬 ⑤ゼビュディ ⑥ロナプリーブ ⑦エバシェルド

・左の表にある７つの薬剤に限る。（これまでと変更なし）。

・これらの薬剤のうち、国が買い上げ、希望する医療機関等に無償
で配分している薬剤（中和抗体薬等）については、引き続き、薬剤
費は発生しない。

10月以降の変更点

調剤日：R5.5.8～9.30

薬 局

例：院外処方（ラゲブリオ）
自己負担割合３割

調剤日：R5.10.1～R6.3.31

公費負担なし
→ コロナ治療薬を処方する際の手技料等は公費対象外

治療薬の薬剤費以外は公費対象外のため、自己負担あり。

医療機関（院外処方） 医療機関（院外処方）

公費負担なし（これまでと変更なし）
→ コロナ治療薬を処方する際の手技料等は公費対象外

薬 局

治療薬の薬剤費以外は公費対象外のため、自己負担あり。

公的医療保険（７割） 公的医療保険（７割）

例：院外処方（ラゲブリオ）
自己負担割合３割

公費（３割） 自己
負担

公費

・どの薬剤でも、自己負担割合に応じた自己負担額は同一。

治
療
薬

治
療
薬

28,290円

9,430点 9,430点

9,000円 19,290円



（参考）新型コロナ治療薬の自己負担イメージ

＜出典＞

「【参考】新型コロナウイルス感染症に関する10月以降の見直し等について」（令和5年9月15日厚生労働省）9ページ



（参考）新型コロナ治療薬の概要

＜出典＞

「【参考】新型コロナウイルス感染症に関する10月以降の見直し等について」（令和5年9月15日厚生労働省）10ページ


